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一
　
は
じ
め
に

―
本
稿
の
目
的
と
構
成

　
本
稿
は
、
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
人
の
意
識
な
い
し
精
神
作
用
の
阻
止
・
消
失
（
め
ま
い
、
気
絶
、
失
神
、
人
事
不
省
、
意
識
障
害（
1
）等。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
「
意
識
障
害
等
」
と
も
い
う
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
比
較
的
最
近
、
被
害
者
に
睡
眠
薬
等
を
摂
取
さ
せ
て
数
時
間
に
わ
た
り
意
識
障
害
及
び
筋
弛
緩
作
用
を
伴
う
急

性
薬
物
中
毒
の
症
状
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
最
高（
2
）裁が

そ
れ
を
傷
害
と
認
め
て
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
判
断
を
示

し
て
い（
3
）る。

　
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
意
識
障
害
等
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
意
識
障
害
等
が
い
か
な
る
範
囲
な
い
し
条
件
で
傷
害
概
念
に
該
当

す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
（
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
を
「
意
識
障
害
等
の
傷
害
該
当
性
」
と
も
い
う
）
に
は
、（
人
の
肉
体
面
・
器
質
面
へ
の
侵
害
と

は
区
別
可
能
な
）
人
の
意
識
な
い
し
精
神
作
用
へ
の
侵
害
と
い
う
側
面
が
あ（
4
）る。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
意
識
障
害
等
は
、
最
決
平
成
二

四
年
七
月
二
四（
5
）日に

お
い
て
傷
害
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
、
精
神
的
障
害
（
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
〔
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
〕
等
）
と
共
通
す
る

性
格
を
有
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
意
識
障
害
等
の
傷
害
該
当
性
に
つ
い
て
、
人
の
意
識
・
精
神
面
へ
の
侵
害
と
い
う
性
格
に
留
意
し
つ
つ
、

考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
二
章
で
は
、
旧
刑
法
成
立
以
前
に
作
成
さ
れ
た
律
系
刑
法
（
仮
刑
律
・
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
）
や
現
行
刑
法
成
立
後
に
そ
の
全

面
改
正
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
諸
草
案
に
お
け
る
意
識
障
害
等
に
関
す
る
規
定
の
内
容
を
確
認
す
る
。
次
に
第
三
章
で
は
、
意
識
障
害
等

に
関
す
る
判
例
・
裁
判
例
の
状
況
を
、
第
四
章
で
は
学
説
に
お
け
る
議
論
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
・
確
認
す
る
。
こ
れ
に
続
く
第
五

章
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論
を
概
観
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
議
論
に
着
目
し
た
の
は
、
本
稿
の
検
討
課
題
が
人
の
意
識
・
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精
神
面
に
関
わ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
傷
害
概
念
の
内
容
が
比
較
的
日
本
刑
法
の
そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
こ
と
、

ま
た
、
睡
眠
薬
の
施
用
や
脳
震
盪
の
評
価
に
つ
い
て
議
論
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ（
6
）る。

第
六
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
把
握
し
た
内
容
を
踏

ま
え
て
、
主
な
見
解
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
後
、
本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方
を
提
示
す
る
。
最
後
に
第
七
章
で
は
、
本
稿
に
お
け
る
結

論
を
改
め
て
示
し
た
い
。

二
　
律
系
刑
法
及
び
刑
法
改
正
事
業
と
意
識
障
害

　
本
章
で
は
、
ま
ず
傷
害
罪
の
沿
革
的
・
系
譜
的
検
討
の
一
環
と
し
て
、
旧
刑
法
成
立
以
前
の
律
系
刑
法
の
規
定
内
容
を
確
認
す
る
。
そ

の
後
、
現
行
刑
法
成
立
後
の
改
正
事
業
で
作
成
さ
れ
た
諸
草
案
に
お
け
る
人
の
意
識
・
精
神
面
へ
の
侵
害
に
関
す
る
規
定
の
内
容
を
確
認

す
る
。

㈠
　
律
系
刑
法
に
お
け
る
意
識
障
害

―
仮
刑
律
及
び
改
定
律
例
中
の
「
昏
絶
」
に
つ
い
て

　
本
節
で
は
、
旧
刑
法
（
明
治
一
三
年
太
政
官
布
告
第
三
六
号
）
の
成
立
前
に
作
成
さ
れ
た
律
系
刑
法
に
お
い
て
既
に
、
意
識
障
害
等
に
関

係
す
る
規
定
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
旧
刑
法
の
成
立
以
前
に
作
成
さ
れ
た
律
系
刑
法
と
し
て
は
、「
仮
刑（
7
）律」（

明
治
元
年
）、「
新
律
綱（
8
）領」（

明
治
三
年
）、「
改
定
律（
9
）例」（

明

治
六
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
仮
刑
律
及
び
改
定
律
例
に
お
い
て
は
、「
人
に
暴
行
を
加
え
た
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
殺
傷
し
た

場
合
な
ど
の
）
10
（
罪
」
に
関
す
る
内
容
を
定
め
る
「
闘
殴
律
」
中
に
、「
昏
絶
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
（
旧
字
等
は
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め

た
。
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
同
じ
）。
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【
仮
刑
）
11
（
律
】

　 

凡お
よ
そ、
手
足
を
以

も
っ
て

人
を
殴う

ち

踏ふ
み

、
傷
を
不な

さ
ざ
る

レ
成
も
の
は
笞
二
十
、
傷
を
成な

し

〈
青
赤
腫ふ

く
るる
を
傷
と
す
〉
及
び
他
物
〈
手
足
之
外
皆
他
物
と
す
。
兵
器
た
り

共と
も

、
刃
を
用も

ち
いざ
れ
ば
他
物
也
〉
を
以

も
っ
て
う
ち殴
傷
を
不
　レ
成
は
笞
三
十
、
傷
を
成な

す

は
笞
四
十
〈
歯
疵
を
附つ

く

る
は
他
物
傷
を
以

も
っ
て

論
ず
〉。
髪
を
抜ぬ

く

事こ
と

方
一
寸
以

上
は
笞
五
十
〈
一
寸
に
不
　レ
至
は
手
足
傷
を
以

も
っ
て

論
ず
〉。
若も

し

打
殴
甚は

な
は
だ
し
く敷
即
時
昏
絶

0

0

に
及お

よ
ぶは
笞
六
十
、
若も

し

血
耳
目
中
よ
り
出
及お

よ
び

内
損
血
を
吐は

き

、
且か

つ

穢

物
を
以
も
っ
て

頭
面
を
汚
し
及
九き

ゅ
う

竅き
ょ
う

内な
い

に
灌
入
す
る
も
の
笞
八
十
〈
皮
破
れ
血
を
出
且か

つ

鼻
血
を
出
す
は
手
足
他
物
成
　レ
傷
を
以

も
っ
て

論
ず
〉。（
以
下
略
）

【
新
律
綱
）
12
（

領
】

　 

凡
お
よ
そ

闘
殴
、
手
足
ヲ
以
テ
人
ヲ
殴う

チ
、
傷し

ょ
うヲ
成
サ
ヾ
ル
者
ハ
、
笞
二
十
。
傷
ヲ
成
シ
、
及
ビ
瓦が

石せ
き

・
槌つ

い

棒ぼ
う

等
ヲ
以
テ
人
ヲ
殴
チ
、
傷
ヲ
成
サ
ヾ
ル
者

ハ
、
笞
三
十
。
傷
ヲ
成
ス
者
ハ
、
笞
四
十
。
血
、
耳
目
中
ヨ
リ
出
デ
、
及
ビ
内
損
シ
テ
吐
血
ス
ル
者
ハ
、
杖
八
十
。

　 

人
ノ
一
指
・
一
歯
ヲ
折
リ
、
一
目
ヲ
眇
〈
ス
ガ
メ
〉
ニ
シ
、
耳
鼻
ヲ
抉
毀
〈
ク
ジ
リ
〉
シ
、
若も

し

ク
ハ
骨
ヲ
破
リ
、
及
ビ
湯
火
ヲ
以
テ
人
ヲ
傷
ス
ル
者

ハ
、
杖
一
百
。
穢
物
ヲ
以
テ
口
鼻
内
ニ
灌
入
ス
ル
者
モ
、
罪
亦
同
。
二
指
・
二
歯
以
上
ヲ
折
リ
、
及
ビ
髪
ヲ
髠こ
ん

〈
ヌ
キ
ツ
ク
ス
〉
ス
ル
者
ハ
、
徒
一

年
。（
以
下
略
）

【
改
定
律
）
13
（

例
】

　
第 

二
百
八
条
　
凡

お
よ
そ

闘と
う

―
殴お

う

―
成せ

い

―
傷し

ょ
うト
称
ス
ル
ハ
、
殴
ツ
所
ノ
皮
膚
、
色い

ろ

青
赤
ニ
シ
テ
、
腫

し
ょ
う

起き

ス
ル
者
ヲ
謂
フ
。
刀
ヲ
持
シ
人
ヲ
傷し

ょ
う
ス
ト
雖
モ
、

其
背は
い

柄へ
い

ヲ
以
テ
殴
チ
、
刃
ヲ
用
ヒ
ザ
レ
バ
、
仍な

ホ
槌
棒
ト
同お

な
じク
論
ズ
。

　 

第
二
百
九
条
　
凡
闘
殴
、
髪
、
方
寸
以
上
ヲ
抜
ク
者
ハ
、
懲
役
四
十
日
。
若も

シ
一
時
昏
絶

0

0

セ
シ
ム
ル
者
ハ
、
懲
役
八
十
日
。（
以
下
略
）

　
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
ま
ず
仮
刑
律
に
は
、
殴
打
が
甚
だ
し
く
被
害
者
が
即
時
に
昏
絶
し
た
場
合
の
規
定
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
昏
絶
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
人
事
不
省
」
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
）
14
（
る
。

　
次
に
、
新
律
綱
領
に
は
意
識
障
害
等
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
改
定
律
例
に
は
「
昏
絶
」
の
文
言
が
見
ら
れ
る
（
二
〇
九
条
）。
そ
し
て
、
こ
の
「
昏
絶
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
気
絶
ナ
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リ
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
）
15
（
る
。
な
お
、
改
定
律
例
は
、「
新
律
綱
領
の
定
め
た
原
則
を
敷
衍
し
た
り
、
規
則
を
補
充
す
る
と
い
う
性

格
を
持
）
16
（

つ
」
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
旧
刑
法
成
立
以
前
の
律
系
刑
法
に
お
い
て
既
に
、
人
の
意
識
な
い
し
精
神
面
へ
の
侵
害
結
果
を
捕
捉
す
る
規
定
な
い
し

文
言
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

㈡
　
刑
法
改
正
事
業
の
諸
草
案
に
お
け
る
意
識
障
害

―
催
眠
術
等
の
施
用
に
つ
い
て

　
本
節
で
は
、
現
行
刑
法
の
成
立
後
に
刑
法
の
全
面
改
正
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
予
備
草
案
」
及
び
「
改
正
刑
法
仮
）
17
（

案
」
を

取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
草
案
に
は
、
暴
行
の
定
義
規
定
が
存
在
し
、
同
条
で
は
、
無
意
識
の
状
態
に
陥
ら
せ
る
た
め
に
（
予
備
草
案
）、

あ
る
い
は
、
意
識
を
障
礙
す
る
た
め
に
（
仮
案
）、
催
眠
）
18
（

術
等
を
施
用
す
る
こ
と
が
暴
行
に
含
ま
れ
る
旨
、
規
定
さ
れ
て
い
）
19
（

る
。

【
刑
法
改
正
予
備
草
案
　
第
七
条
第
四
項
】

　 

暴
行
ニ
ハ
人
ノ
健
康
ヲ
害
ス
ヘ
キ
物
ヲ
施
用
シ
、
又
ハ
人
ヲ
無
意
識
若
ハ
抗
拒
不
能
ノ
状
態
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
為
催
眠
術
其
ノ
他
ノ
手
段
ヲ
施
用
ス
ル

行
為
ヲ
モ
包
含
ス

【
改
正
刑
法
仮
案
　
第
七
条
第
四
項
】

　 

暴
行
ニ
ハ
人
ノ
健
康
ヲ
害
ス
へ
キ
物
ヲ
施
用
シ
又
ハ
人
ノ
意
識
ヲ
障
礙
シ
若
ハ
抗
拒
ヲ
妨
ク
ル
為
催
眠
術
其
ノ
他
ノ
手
段
ヲ
施
用
ス
ル
行
為
ヲ
包
含

ス

　
改
正
刑
法
仮
案
に
関
す
る
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
の
議
事
速
記
）
20
（

録
に
よ
れ
ば
、
定
義
規
定
を
設
け
て
催
眠
術
等
の
施
用
が
暴

行
に
含
ま
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
趣
旨
に
つ
い
て
、
委
員
の
一
人
で
あ
る
牧
野
英
一
が
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
）
21
（
る
。
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　 「
心
理
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
が
所
謂
暴
行
の
概
念
に
這
入
る
か
。
暴
行
の
普
通
定
義
は
有
形
的
な
る
力
を
用
ひ
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
る

が
、
催
眠
術
其
の
他
そ
れ
に
類
す
る
所
の
手
段
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
之
も
其
の
本
質
に
於
て
矢
張
り
人
の
意
識
を
障
礙
し
抗
拒
を

妨
ぐ
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
る
以
上
、
暴
行
の
概
念
に
含
ま
れ
て
然
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
所
か
ら
暴
行
と
い
う
言
葉
に
此
の
如
き
定

義
を
設
け
ま
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
）
22
（

す
。」

　
し
か
し
、
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
や
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
同
条
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
際
に
、
催
眠
術
等
を

施
用
さ
れ
た
者
が
意
識
障
害
等
の
状
態
に
陥
っ
た
場
合
の
傷
害
罪
の
成
否
あ
る
い
は
成
立
範
囲
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
見
当

た
ら
な
）
23
（

い
。
こ
の
た
め
、
催
眠
術
等
の
被
施
用
者
に
対
す
る
傷
害
罪
の
成
否
・
成
立
範
囲
に
関
す
る
起
草
者
の
理
解
は
判
然
と
し
な
い
。

三
　
判
例
・
裁
判
例
に
お
け
る
意
識
障
害
と
傷
害
罪
・
致
傷
罪

　
本
章
で
は
、
気
絶
・
人
事
不
省
・
意
識
障
害
等
に
関
す
る
判
例
・
裁
判
例
を
概
観
す
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
は
、
当
該
意
識
障
害
等
が
傷
害
に
該
当
す
る
の
か
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
事
例
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
判
例
・
裁
判
例
が
前
提
と
す
る
考
え
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
中
に
は
検
討
を
要

す
る
と
思
わ
れ
る
判
示
を
す
る
例
も
あ
り
、
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
は
後
の
考
察
に
資
す
る
と
考
え
た
た
め
で
も
あ
る
。

㈠
　
大
審
院
及
び
最
高
裁
の
事
例

1　

傷
害
罪
・
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例

　
ま
ず
、
大
判
昭
和
八
年
六
月
五
）
24
（
日
は
、
被
害
者
等
が
飲
料
等
に
供
す
る
水
瓶
の
水
に
毒
物
で
あ
る
硫
酸
「
ニ
コ
チ
ン
」
を
混
入
し
、
そ



刑法における傷害概念と意識障害

7

の
水
を
使
っ
て
炊
事
し
た
飯
及
び
汁
を
食
べ
た
被
害
者
を
「
中
毒
現
象
ノ
発
現
ニ
基
ク
眩
暈

0

0

ヲ
覚
エ
且
数
回
嘔
吐
ヲ
為
ス
」
状
態
に
至
ら

せ
た
と
い
う
事
案
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
。
飲
料
浄
水
毒
物
混
入
致
傷
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
大
判
昭
和
八
年
九
月
六
）
25
（
日
は
、
二
月
下
旬
の
夜
半
、
浜
名
湖
上
で
密
漁
中
の
被
告
人
が
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
、
警
察
官
等
を
船

上
か
ら
湖
中
へ
突
き
落
と
し
「
水
中
ニ
於
ケ
ル
寒
気
ト
疲
労
ト
ノ
為
メ
各
失
神
状
態

0

0

0

0

ニ
陥
ラ
」
せ
た
と
い
う
事
案
に
お
け
る
判
断
で
あ
）
26
（
る
。

公
務
執
行
妨
害
罪
及
び
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
原
審
の
判
断
に
対
し
て
上
告
が
な
さ
れ
た
が
、
棄
却
さ
れ
て
い
）
27
（

る
。

　
ま
た
、
最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
）
28
（
日
は
、
大
学
病
院
の
休
日
当
直
医
と
し
て
勤
務
中
の
被
害
者
に
睡
眠
薬
を
摂
取
さ
せ
て
「
約
六
時

間
に
わ
た
る
意
識
障
害

0

0

0

0

及
び
筋
弛
緩
作
用
を
伴
う
急
性
薬
物
中
毒
」
の
症
状
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
六
日
後
に
も
、
医
学
研
究
中
で

あ
っ
た
被
害
者
に
睡
眠
薬
等
を
摂
取
さ
せ
て
「
約
二
時
間
に
わ
た
る
意
識
障
害

0

0

0

0

及
び
筋
弛
緩
作
用
を
伴
う
急
性
薬
物
中
毒
」
の
症
状
を
生

じ
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
行
為
に
つ
い
て
も
傷
害
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
件
の
第

一
審
の
判
示
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
被
害
者
に
は
身
体
的
な
後
遺
障
害
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
）
29
（
る
。

2　

傷
害
罪
・
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
な
い
事
案

　
ま
ず
、
大
決
大
正
一
五
年
七
月
二
〇
）
30
（
日
は
、
被
告
人
が
、
一
人
で
馬
を
引
く
被
害
女
性
を
見
て
劣
情
を
催
し
、
強
姦
目
的
で
首
を
絞
め

た
が
、
同
女
が
気
絶
し
た
た
め
目
的
を
遂
げ
ず
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
。
本
件
の
原
審
は
、
被
害
者
を
約
三
〇
分

間
人
事
不
省
に
陥
ら
し
め
た
旨
判
示
し
て
、
強
姦
致
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
大
審
院
は
、
結
論
的
に
本
件
被
害
者
が
陥
っ
た
「
約
三
十
分
間
（
の
）
人
事
不
省
」
は
傷
害
と
は
認
め
ら
れ
な
い
旨

の
判
断
を
示
し
て
い
）
31
（

る
。
本
決
定
は
、
傷
害
の
意
義
に
関
し
て
「
刑
法
ニ
所
謂
人
ヲ
傷
害
ス
ト
ハ
他
人
ノ
身
体
ニ
対
ス
ル
暴
行
ニ
因
リ
其

生
活
機
能
ノ
毀
損
ヲ
惹
起
ス
ル
ノ
謂
ニ
シ
テ
汎
ク
健
康
状
態
ニ
不
良
ノ
変
更
ア
リ
タ
ル
場
合
ヲ
包
含
ス
」
と
述
べ
た
後
、「
他
人
ニ
対
シ

暴
行
ニ
因
リ
其
精
神
身
体
ニ
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
打
撃
ヲ
加
ヘ
」
て
「
一
時
人
事
不
省
ノ
状
態
ニ
陥
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
被
害
者
ガ
忽
チ
心
身

回
復
シ
其
ノ
精
神
身
体
ニ
何
等
ノ
障
碍
ヲ
遺
サ
サ
ル
場
合
」
は
「
之
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
健
康
状
態
ノ
不
良
変
更
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
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等
と
判
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
最
判
昭
和
二
九
年
八
月
二
〇
）
32
（

日
は
、
被
害
者
の
身
辺
近
く
で
「
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
用
の
大
太
鼓
、
鉦
等
を
連
打
し
同
人
等
を
し
て

頭
脳
の
感
覚
鈍
り
意
識
朦
朧
た
る
気
分

0

0

0

0

0

0

0

0

を
与
え
又
は
脳
貧
血
を
起
さ
し
め
息
詰
る
如
き
程
度
に
達
せ
し
め
た
」
と
い
う
事
案
に
お
け
る
判

断
で
あ
る
。
最
高
裁
は
「
人
の
身
体
に
対
し
不
法
な
攻
撃
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
暴
行
と
解
す
べ
き
」
と
判
示
し
て
い
）
33
（
る
。

㈡
　
下
級
審
の
事
例

1　

意
識
障
害
等
の
み
を
（
明
示
的
な
）
傷
害
結
果
と
し
て
記
載
し
て
い
る
事
例

　
ま
ず
、
広
島
高
松
江
支
判
昭
和
三
八
年
九
月
四
）
34
（
日
は
、「
被
告
人
長
戸
等
が
暴
行
に
よ
り
松
井
を
一
時
失
神
状
態
に
陥
ら
し
め
た
こ
と

を
以
つ
て
、
原
判
決
が
傷
害
罪
に
当
る
と
認
め
た
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
す
る
所
論
に
対
し
て
、「
被
告
人
長
戸
は
棒
で
松
井
の
頭
部
等

を
数
回
強
打
し
、
被
告
人
田
中
正
雄
原
審
相
被
告
人
村
上
等
も
松
井
の
背
部
を
蹴
り
つ
け
、
同
人
を
一
時
失
神
状
態

0

0

0

0

0

0

に
陥
ら
し
め
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
暴
行
に
よ
り
生
理
的
機
能
に
障
碍
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
傷
害
罪
の
成
立

を
肯
定
し
て
い
る
。

　
次
に
、
福
岡
地
判
平
成
一
一
年
一
二
月
二
一
）
35
（
日
は
、
被
告
人
が
被
害
者
の
「
顔
面
等
を
手
拳
で
複
数
回
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
、

よ
っ
て
同
人
に
一
時
失
神
状
態

0

0

0

0

0

0

に
陥
ら
せ
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
」
と
し
て
、
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
）
36
（

る
。

　
こ
の
ほ
か
、「
脳
震
盪
等
」
に
よ
り
業
務
上
過
失
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
事
例
と
し
て
、
大
阪
地
判
昭
和
四
〇
年
九
月
一
一
）
37
（
日

（「
治
療
約
三
カ
月
間
を
要
す
る
脳
震
盪
傷

0

0

0

0

等
の
傷
害
」）、
名
古
屋
地
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
五
）
38
（
日
（
被
害
者
一
名
に
「
治
療
約
四
週
間
を
要
す
る
脳0

震
蕩
症

0

0

0

等
の
傷
害
」、
別
の
被
害
者
に
「
治
療
約
三
週
間
を
要
す
る
脳
震
蕩
症

0

0

0

0

等
の
傷
害
」）
等
が
あ
）
39
（

る
。

2　

意
識
障
害
等
を
傷
害
結
果
の
一
つ
と
し
て
併
記
し
て
い
る
事
例

　
こ
の
よ
う
な
事
案
は
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
に
お
い
て
、「
入
院
加
療
約
九
か
月
間
を
要
し
、
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意
識
障
害

0

0

0

0

、
右
胸
廓
変
型
の
後
遺
症
を
伴
う
頭
部
外
傷
、
び
ま
ん
性
軸
索
損
傷
）
40
（
等
」、「
全
治
不
明
の
左
急
性
硬
膜
外
血
腫
、
左
急
性
硬
膜

下
血
腫
、
右
急
性
硬
膜
下
出
血
、
頭
蓋
骨
骨
折
、
脳
挫
傷
、
遷
延
性
意
識
障
害

0

0

0

0

0

0

0

」
）
41
（

、「
回
復
の
困
難
な
遷
延
性
意
識
障
害

0

0

0

0

0

0

0

の
後
遺
症
を
伴
う

急
性
硬
膜
下
血
種
、
脳
挫
傷
性
脳
内
出
血
）
42
（
等
」
の
よ
う
に
（
遷
延
性
）
意
識
障
害
を
器
質
的
損
傷
と
併
記
し
て
い
る
例
や
、「
加
療
約
二

週
間
を
要
す
る
顔
面
挫
創
兼
脳
震
盪
症

0

0

0

0

等
）
43
（

」、「
加
療
三
か
月
以
上
を
要
す
る
脳
震
盪

0

0

0

、
顔
面
骨
骨
折
、
頭
部
・
顔
面
挫
創
）
44
（
等
」
の
よ
う
に

脳
震
盪
（
症
）
を
器
質
的
損
傷
と
併
記
し
て
い
る
例
等
が
あ
る
。

3　

 

判
決
文
全
体
か
ら
は
被
害
者
が
意
識
障
害
等
に
陥
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
な
が
ら
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
は
傷
害
結
果
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
例

　
こ
れ
ま
で
の
事
例
と
は
異
な
り
、「
量
刑
の
理
由
」
を
含
む
判
決
文
全
体
か
ら
は
被
害
者
が
気
絶
・
失
神
・
人
事
不
省
・
意
識
障
害
等

に
陥
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
な
が
ら
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
は
そ
れ
を
傷
害
結
果
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
事
例
も
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
、
①
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
、
強
盗
や
強
姦
の
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
こ
と
あ
る
い
は
反
抗
を

著
し
く
困
難
に
し
た
こ
と
を
示
す
文
脈
で
の
み
被
害
者
の
気
絶
や
人
事
不
省
に
言
及
す
る
）
45
（

例
、
②
「
量
刑
の
理
由
」
で
、
暴
行
等
の
犯
行

態
様
の
激
し
さ
や
犯
罪
結
果
の
重
大
性
に
言
及
す
る
文
脈
で
の
み
被
害
者
の
意
識
障
害
等
を
指
摘
す
る
）
46
（
例
等
が
あ
）
47
（
る
。

㈢
　
小
　
括

　
本
章
で
取
り
上
げ
た
判
例
・
裁
判
例
の
う
ち
、
ま
ず
、
大
決
大
正
一
五
年
七
月
二
〇
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
「
約
三

〇
分
の
人
事
不
省
」
を
傷
害
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
結
論
が
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
え
）
48
（

る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
と
し
て
は
、
当
該
決
定
に

は
傷
害
概
念
を
考
察
す
る
際
の
理
論
的
な
枠
組
み
と
い
う
点
で
も
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
に
第
六
章
で
検
討
を
行
）
49
（

う
。

　
次
に
、
最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
に
つ
い
て
は
、
上
告
趣
意
に
お
い
て
傷
害
概
念
に
関
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
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は
検
討
を
要
す
る
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
当
該
主
張
の
内
容
を
紹
介
し
、
後
に
第
六
章
で
検
討
を
行
う
。
ま
た
、
同

決
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
事
実
認
定
な
い
し
判
示
の
内
容
・
程
度
に
関
し
て
、「
不
十
分
な
事
実
認
定
に
基
づ
く
と
い
う
意
味
で
問
題
を

有
す
）
50
（
る
」
と
批
判
的
な
見
方
が
あ
る
一
方
で
、「
生
活
機
能
の
障
害
の
程
度
が
軽
微
で
な
い
こ
と
を
論
証
可
能
な
程
度
に
、
症
状
だ
け
で

な
く
、
行
為
当
時
の
被
害
者
の
状
況
を
適
示
し
て
い
る
の
で
同
批
判
は
妥
当
し
な
い
」
と
評
価
す
る
見
）
51
（
解
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

下
級
審
の
事
例
ま
で
視
野
に
入
れ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
の
「
一
時
的
な
失
神
状
態
」
や
「
脳
震
盪
症
等
」
を
傷
害
と
し
て
記
載
し
て
い

る
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

四
　
学
説
に
お
け
る
議
論

㈠
　
議
論
の
整
理
・
分
析
の
視
点

　
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
失
神
・
人
事
不
省
・
意
識
障
害
等
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
傷
害
に
当
た
る
も
の
と
し
て
理
解
・
説
明

さ
れ
て
い
）
52
（

る
（
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
傷
害
の
意
義
に
関
す
る
生
理
的
機
能
（
生
活
機
能
）
障
害
説
と
完
全
性
毀
損
説
の
い
ず
れ
の
見
解
を
支
持
す
る
か

に
は
影
響
さ
れ
な
い
た
）
53
（
め
、
本
稿
で
は
こ
の
対
立
に
は
立
ち
入
ら
な
い
）。

　
も
っ
と
も
、
一
口
に
「
失
神
」、「
人
事
不
省
」、「
意
識
障
害
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
原
因
、
発
生
状
況
、
程
度
な
い
し
態
様
に
は
様
々

な
も
の
が
あ
り
う
）
54
（
る
。
こ
の
う
ち
、
①
意
識
障
害
だ
け
で
は
な
く
外
傷
等
の
器
質
的
損
傷
も
認
め
ら
れ
る
場
合
、
②
意
識
障
害
が
脳
損
傷

や
脳
出
血
等
の
器
質
的
損
傷
を
原
因
と
し
て
生
じ
て
い
る
場
合
、
③
意
識
障
害
か
ら
回
復
し
た
後
に
器
質
的
な
後
遺
症
が
残
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
器
質
的
な
損
傷
・
障
害
を
根
拠
と
し
て
傷
害
該
当
性
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
）
55
（

る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
④
器
質
的
な
変
化
を
伴

わ
な
い
（
比
較
的
短
時
間
で
回
復
す
る
）
意
識
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
い
か
な
る
範
囲
で
傷
害
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
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あ
）
56
（
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
特
徴
的
な
三
つ
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
内
容
及
び
論
拠
な
い
し
特
色
を
確
認

す
る
。

㈡
　
主
な
見
解
の
内
容
及
び
論
拠

1　
「
あ
る
程
度
重
大
な
器
質
的
病
変
」
を
必
要
と
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
、
一
時
的
な
失
神
を
念
頭
に
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
の
健
康
状
態
を
も
傷
害
罪
の
保
護
法
益
と

解
す
れ
ば
、
一
時
的
に
と
は
い
え
意
識
を
失
う
こ
と
を
傷
害
で
は
な
い
と
は
い
い
に
く
い
」。
し
か
し
、「
そ
れ
が
短
時
間
か
つ
一
過
性
の

も
の
で
あ
っ
て
、
重
大
な
器
質
的
病
変
を
伴
わ
な
い
と
す
れ
ば
、（
そ
の
間
、
脳
の
循
環
障
害
に
よ
り
血
流
低
下
が
あ
る
と
し
て
も
）
傷
害
罪
の

成
立
を
認
め
る
ま
で
も
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、「
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
の
は
、
そ
れ
が
長
時
間
に
及
び
、
あ
る
程
度
重
大
な
器
質

的
病
変
を
伴
っ
た
場
合
で
あ
）
57
（

る
」。

　
こ
の
見
解
が
、
一
時
的
な
失
神
が
傷
害
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、「
あ
る
程
度
重
大
な
器
質
的
病
変
」
を
伴
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
点
は
、
傷
害
罪
の
保
護
法
益
な
い
し
傷
害
概
念
に
つ
い
て
、「
傷
害
罪
は
『
身
体
』
に
対
す
る
罪
で
あ
っ
て
、
精
神
に
対
す
る

罪
で
は
な
い
か
ら
、
単
に
『
精
神
の
健
康
』
状
態
の
不
良
変
更
や
生
理
的
機
能
と
は
い
い
え
な
い
『
精
神
的
機
能
』
の
障
害
だ
け
で
本
罪

の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
）
58
（
い
」
と
理
解
し
て
い
る
点
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2　

 

被
害
者
が
意
識
障
害
等
の
状
態
に
陥
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
準
強
姦
罪
等
（
一
七
八
条
）
や
昏
酔
強
盗
罪
（
二
三
九
条
）
と

の
関
係
か
ら
傷
害
概
念
を
限
定
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
、
人
事
不
省
は
「
障
害
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
傷
害
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
」
く
、
む
し
ろ
「
刑
法
自

体
が
、
失
神
さ
せ
る
、
つ
ま
り
心
神
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
傷
害
概
念
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
」
と
主
張
す
る
。
そ
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し
て
、「
一
七
八
条
と
一
八
一
条
と
を
総
合
し
て
考
え
る
限
り
、
刑
法
は
、
心
神
を
喪
失
さ
せ
る
準
強
制
わ
い
せ
つ
や
準
強
姦
に
つ
い
て
、

致
傷
罪
が
成
立
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
す
）
59
（

る
。
も
っ
と
も
、「
時
間
単
位
で
の
失
神
」
に
つ
い
て
は
傷
害
に

該
当
す
る
と
し
て
い
）
60
（
る
。

　
ま
た
、
同
趣
旨
の
主
張
が
前
述
の
最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
の
上
告
趣
意
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
次
の

よ
う
に
明
快
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
昏
酔
強
盗
や
女
子
の
心
神
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
を
手
段
と
す
る
準
強
姦
に
お
い
て
刑

法
二
三
九
条
や
刑
法
一
七
八
条
二
項
が
予
定
す
る
程
度
の
昏
酔
を
生
じ
さ
せ
た
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
強
盗
致
傷
罪
や
強
姦
致
傷
罪
の
成

立
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
か
ら
、
そ
の
程
度
の
昏
酔
は
刑
法
二
〇
四
条
の
傷
害
に
も
当
た
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る
。

　
こ
の
見
解
は
、
強
盗
致
傷
罪
や
強
姦
致
傷
罪
の
「
傷
害
」
に
当
た
る
の
は
、「
例
え
ば
、
一
―
二
日
の
睡
眠
行
為
、
そ
の
他
下
痢
、
嘔

吐
等
の
身
体
生
理
機
能
の
障
害
」
だ
と
主
張
し
て
お
り
、
先
に
見
た
見
解
よ
り
も
傷
害
概
念
を
大
幅
に
限
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
）
61
（

る
。

3　
（
医
療
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
）
投
薬
等
に
よ
っ
て
通
常
生
じ
る
程
度
の
状
態
は
傷
害
に
該
当
し
な
い
と
す
る
見
解

　
最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
の
上
告
趣
意
で
は
、「
通
常
の
医
療
行
為
で
認
め
ら
れ
る
量
の
薬
物
投
与
、
及
び
、
こ
れ
に
伴
い
生
じ

る
副
作
用
」
は
傷
害
に
該
当
し
な
い
と
す
る
主
張
も
な
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。
こ
れ
は
、
意
識
障
害
等
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
の
性
格
に
つ
い
て
も

考
慮
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
な
お
、
当
該
主
張
に
つ
い
て
は
「
医
療
行
為
と
の
関
係
も
射
程
に
入
れ
」
た
も
の
と
の
評
価
も
見
ら
れ
）
63
（
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
の
問
題

意
識
と
の
関
係
で
は
、（
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
）
医
療
行
為
と
し
て
の
意
味
合
い
よ
り
も
、
人
の
意
識
な
い
し
精
神
に
影
響

を
与
え
る
薬
剤
（
麻
酔
薬
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
）
や
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
施
用
と
い
う
側
面
を
重
視
し
て
当
該
見
解
を
評
価
し
、
検
討
す
る
。
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五
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論
の
概
観

　
本
章
で
は
、
ま
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
傷
害
罪
関
連
規
定
の
構
造
と
傷
害
概
念
に
関
す
る
基
本
的
な
内
容
を
確
認
す
る
。

そ
の
後
、
傷
害
概
念
と
意
識
障
害
等
と
の
関
係
に
関
す
る
学
説
の
議
論
や
代
表
的
な
判
例
の
内
容
を
概
観
す
る
。

㈠
　
傷
害
罪
関
連
規
定
の
構
造
と
基
本
的
な
内
容

1　

傷
害
罪
関
連
規
定
の
構
造

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
傷
害
罪
関
連
規
定
は
、
八
三
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
）
64
（

る
。

　
傷
害
概
念
の
理
解
に
と
っ
て
最
も
基
本
と
な
る
の
は
八
三
条
で
あ
り
、（
軽
）
傷
害
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
）
65
（
る
。
こ
れ
に
続
く
八
四
条

は
重
傷
害
を
、
八
五
条
は
重
い
持
続
的
な
結
果
を
伴
う
傷
害
を
、
八
六
条
は
傷
害
致
死
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
八
三
条
の
加
重
構

成
要
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
強
盗
罪
（
一
四
二
条
）
等
の
加
重
構
成
要
件
要
素
（
一
四
三
条
参
照
）
で
も
あ
る
。
八
三
条
の
（
軽
）
傷
害
自

体
は
こ
の
よ
う
な
加
重
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
位
置
付
け
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

【
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
】

　 

八
三
条
一
項
　
他
人
の
身
体
を
傷
害
し
又
は
他
人
の
健
康
を
害
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
三
六
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
に
処
す
る
。

（
二
項
は
省
略
）

　
八 

四
条
一
項
　
所
為
の
結
果
、
二
四
日
を
超
え
て
継
続
す
る
健
康
侵
害
若
し
く
は
職
業
不
能
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
、
又
は
そ
の
傷
害
若
し
く
は
健
康

侵
害
自
体
が
重
い
と
き
は
、
そ
の
者
を
三
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。（
二
項
以
下
は
省
略
）
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2　

傷
害
概
念
に
関
す
る
基
本
的
な
内
容

―
「
身
体
傷
害
」
及
び
「
健
康
侵
害
」

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
判
）
66
（

例
及
び
通
説
的
見
）
67
（

解
は
、
精
神
的
な
領
域
に
つ
い
て
も
健
康
侵
害
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
な
お
、
傷
害
概
念
を
構
成
す
る
の
は
「
身
体
傷
害
」
と
「
健
康
侵
害
」
で
あ
る
が
、
代
表
的
注
釈
書
等
で
は
、
八
三
条
一
項
前
段
の

「
身
体
傷
害
」
の
本
質
的
な
特
徴
は
器
質
的
な
損
傷
で
あ
り
、
後
段
の
「
健
康
侵
害
」
の
本
質
的
な
特
徴
は
機
能
的
な
障
害
で
あ
る
旨
説

明
さ
れ
て
い
）
68
（

る
。

㈡
　
意
識
障
害
に
関
す
る
議
論

1　

八
三
条
と
の
関
係

―
睡
眠
薬
の
施
用
に
よ
る
睡
眠
に
つ
い
て

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
睡
眠
薬
の
投
与
に
よ
る
睡
眠
状
態
（Schlafzustand

）
が
「
健
康
侵
害
」
に
該
当
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
国
の
通
説
的
見
解
は
、
単
な
る
睡
眠
状
態
は
未
だ
健
康
侵
害
に
は
該
当
し
な
い
）
69
（
が
、（
深
い
）
意
識
障
害
が
生
じ

た
場
合
に
は
「
健
康
侵
害
」
が
認
め
ら
れ
る
と
理
解
し
て
い
）
70
（

る
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
代
表
的
注
釈
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
）
71
（

る
。
事
案
は
、
被
告
人
が
被
害

者
の
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
密
か
に
睡
眠
薬
の
錠
剤
を
混
入
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
判
例
は
、
本
件
の
被
害
者
は
、
単
に
眠
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
意
識
を
喪
失
し
た
状
態
に
陥
り
、
ト
イ
レ
ま
で
引
っ
張
っ
て
行

き
、
水
を
与
え
た
り
、
平
手
で
打
っ
た
り
し
て
も
意
識
を
取
り
戻
さ
ず
、
感
覚
麻
痺
の
状
態
（Betäubungszustand

）
に
あ
っ
た
と
し
て
、

八
三
条
の
意
味
に
お
け
る
健
康
侵
害
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

2　

八
四
条
一
項
と
の
関
係

―
脳
震
盪
の
評
価

　
次
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
脳
震
盪
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
重
傷
害
に
該
当
す
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
）
72
（

る
。
前
述
の
と
お
り
、
重
傷
害

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
強
盗
等
の
事
案
に
お
い
て
、
加
重
構
成
要
件
の
適
用
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
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脳
震
盪
に
関
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
単
に
そ
れ
が
惹
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
（
軽
）
傷
害
と
評
価
さ
れ
る
に
と
ど
ま

り
、
重
傷
害
に
は
該
当
し
な
い
が
、
そ
れ
が
（
比
較
的
長
い
）
意
識
障
害
（
や
、
数
度
の
嘔
吐
、
逆
行
性
の
記
憶
障
害
）
を
伴
う
場
合
に
は
、

重
傷
害
に
該
当
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
）
73
（
る
。
こ
こ
で
は
、
意
識
障
害
は
、
被
害
者
が
脳
震
盪
を
起
こ
し
た
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
症
状
・

状
態
が
重
傷
害
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
考
慮
要
素
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
脳
震
盪
と
だ
け
認
定
す
る
の
で
は
重
傷
害
罪
の
適
用
に
十
分
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
）
74
（
る
。
日
本
と
は
事
情
は
異
な
る
も
の
の
、
具
体
的
な
状
態
の
認
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。

六
　
若
干
の
検
討

　
本
章
で
は
、
ま
ず
第
四
章
に
お
い
て
内
容
及
び
論
拠
を
確
認
し
た
各
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
後
、
意
識
障
害
等
の
傷
害
該

当
性
に
関
す
る
本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方
を
提
示
す
る
。

　
な
お
、
第
三
章
で
見
た
と
お
り
意
識
障
害
等
に
関
し
て
は
大
正
時
代
あ
る
い
は
昭
和
初
期
に
大
審
院
の
重
要
な
判
断
が
散
見
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
当
時
の
体
系
書
の
中
に
は
、
意
識
障
害
等
に
関
し
て
比
較
的
詳
し
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
章
で
は
当
時
の
体
系
書
に
つ
い
て
も
適
宜
参
照
す
る
形
で
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈠
　
主
な
見
解
に
つ
い
て

1　
「
あ
る
程
度
重
大
な
器
質
的
病
変
」
を
必
要
と
す
る
見
解
に
つ
い
て

　
こ
の
見
解
は
、
傷
害
罪
の
保
護
法
益
な
い
し
傷
害
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
、
身
体
的
な
内
容
に
限
ら
れ
る
と
す
る
理
解
を
前
提
と
し
て

い
る
。
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し
か
し
、
そ
の
前
提
に
関
し
て
は
、
律
系
刑
法
に
お
け
る
規
定
に
つ
い
て
本
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
内
容
や
、
旧
刑
法
の
成
立
過
程
か

ら
現
行
刑
法
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
沿
革
的
・
系
譜
的
検
討
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
関
連
判
例
・
裁
判
例
の
状
況
や
学
説
の
議
論
に
鑑
み

て
も
、
日
本
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
態
様
な
い
し
限
度
で
は
人
の
精
神
も
傷
害
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
（
精
神
的
障
害
も
傷

害
概
念
に
含
ま
れ
る
）
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
）
75
（
る
。

　
こ
の
た
め
、
本
稿
と
し
て
は
、
器
質
的
な
病
変
が
認
め
ら
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
証
明
が
で
き
な
い
）
失
神
・
人
事
不
省
・
意
識
障
害
等

で
あ
っ
て
も
、
人
の
意
識
な
い
し
精
神
作
用
へ
の
侵
害
と
い
う
見
地
か
ら
直
截
に
傷
害
と
評
価
す
る
可
能
性
を
否
定
し
な
い
立
場
か
ら
検

討
を
行
う
。

2　

 

被
害
者
が
意
識
障
害
等
の
状
態
に
陥
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
準
強
姦
罪
等
（
一
七
八
条
）
や
昏
酔
強
盗
罪
（
二
三
九
条
）
と

の
関
係
か
ら
傷
害
概
念
を
限
定
す
る
見
解
に
つ
い
て

　「
心
神
喪
失
」
を
成
立
要
件
と
す
る
準
強
姦
罪
等
（
一
七
八
条
）
や
「
昏
酔
」
を
成
立
要
件
と
す
る
昏
酔
強
盗
罪
（
二
三
九
条
）
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
も
条
文
上
、
被
害
者
が
意
識
障
害
の
状
態
に
陥
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
）
76
（

る
。
そ
の
た
め
、「
心
神
喪
失
」
や
「
昏
酔
」

が
直
ち
に
強
姦
致
傷
罪
（
一
八
一
条
）
や
強
盗
致
傷
罪
（
二
四
〇
条
前
段
）
の
「
傷
害
」
に
当
た
る
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
）
77
（
る
。

　
し
か
し
、「
心
神
喪
失
」
や
「
昏
酔
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
的
加
重
犯
で
あ
る
致
傷
罪
の
「
傷
害
」
に
は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ
る
の

は
、「
基
本
犯
の
手
段
か
ら
通
常
生
じ
る
程
度
の
意
識
障
害
等
は
、
基
本
犯
の
構
成
要
件
に
お
い
て
評
価
済
み
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す

る
」
も
の
で
あ
り
、
基
本
犯
の
成
立
要
件
が
既
に
傷
害
の
「
定
義
に
当
て
は
ま
る
行
為
の
う
ち
一
部
（
結
果
と
し
て
の
昏
酔
、
心
神
喪
失
）

を
捕
捉
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
た
め
、「
そ
の
部
分
を
『
加
重
結
果
と
し
て
の
傷
害
』
と
し
て
再
度
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
）
78
（
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
心
神
喪
失
」
や
「
昏
酔
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
的
加
重
犯
で
あ
る
致
傷
罪
を
構
成
し
な

い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
他
の
犯
罪
に
お
け
る
傷
害
概
念
か
ら
も
「
心
神
喪
失
」・「
昏
酔
」
と
し
て
通
常
予
定
さ
れ
て
い

る
状
態
は
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
）
79
（
い
。
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な
お
、
こ
こ
で
、
心
神
喪
失
や
昏
酔
と
そ
れ
ぞ
れ
の
致
傷
罪
の
「
傷
害
」
と
の
関
係
に
関
し
て
、
現
行
刑
法
成
立
以
前
の
関
連
規
定
の

理
解
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
、
準
強
姦
罪
等
（
一
七
八
条
）
の
前
身
規
定
は
、
旧
刑
法
三
四
八
条
（
一
二
歳
以
上
ノ
婦
女
ヲ
強
姦
シ
タ
ル
者
ハ

軽
懲
役
ニ
処
ス
薬
酒
等
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
昏
睡
セ
シ
メ
又
ハ
精
神
ヲ
錯
乱
セ
シ
メ
テ
姦
淫
シ
タ
ル
者
ハ
強
姦
ヲ
以
テ
論
ス
）
で
あ
）
80
（
る
。
当
該
規
定
に
つ
い
て

は
、
旧
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、「
犯
人
ニ
テ
例
ハ
麻
酔
剤
ヲ
用
〔
ヒ
〕
酔
迷
昏
倒
セ
シ
メ
而
シ
テ
強
姦
シ
タ
ル
場
合
」
を
想
定
し

て
い
る
と
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
発
言
が
あ
）
81
（

る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
致
傷
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
発

見
で
き
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
昏
酔
強
盗
罪
（
二
三
九
条
）
の
前
身
規
定
は
、
旧
刑
法
の
三
八
三
条
（
薬
酒
等
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
酔
迷
セ
シ
メ
其
財
物
ヲ
盗
取
シ
タ
ル
者
ハ

強
盗
ヲ
以
テ
論
シ
軽
懲
役
ニ
処
ス
）
で
あ
）
82
（

る
。
し
か
し
、
当
該
規
定
は
、
刑
法
改
正
審
査
局
に
お
け
る
審
査
修
正
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で

あ
）
83
（
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
人
起
草
委
員
の
議
論
は
経
て
い
な
い
。
し
か
し
、
旧
刑
法
制
定
前
の
仮
刑
）
84
（
律
、
新
律
綱
）
85
（
領
、
改
定
律
）
86
（
例
に

は
薬
や
酒
で
「
昏
迷
」
な
い
し
「
酔
迷
」
さ
せ
て
財
を
図
っ
た
場
合
の
規
定
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
仮
刑
律
の
「
昏
迷
」
に
つ
い
て
は
「
意

識
障
害
。
昏
睡
よ
り
も
軽
度
」
と
説
明
さ
れ
て
い
）
87
（
る
。
な
お
、
旧
刑
法
下
の
学
説
で
は
、
旧
刑
法
三
八
三
条
が
規
定
し
て
い
る
の
は
死
傷

に
は
至
ら
な
い
よ
う
な
手
段
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
）
88
（

る
。

3　
（
医
療
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
）
投
薬
等
に
よ
っ
て
通
常
生
じ
る
程
度
の
状
態
は
傷
害
に
該
当
し
な
い
と
す
る
見
解
に
つ
い
て

　
こ
の
よ
う
な
主
張
自
体
は
、
前
述
の
よ
う
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
ク
ロ

ロ
ホ
ル
ム
や
麻
酔
薬
、
酒
（
ア
ル
コ
ー
ル
）
等
を
施
用
し
て
人
の
意
識
・
精
神
作
用
に
影
響
を
与
え
た
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見

解
が
存
在
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
あ
る
見
解
は
、「
催
眠
術
ヲ
以
テ
精
神
ニ
異
状
ヲ
起
サ
シ
メ
又
ハ
酒
ヲ
以
テ
精
神
ヲ
興
奮
セ
シ
メ
其
他
モ
ル
ヒ
ネ
ノ
如
キ

モ
ノ
ヲ
以
テ
眠
ラ
セ
タ
」
場
合
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、「
一
時
的
変
化
」
に
止
ま
る
も
の
は
傷
害
で
は
な
い
が
「
治
療
ス
ル
ニ
ハ
非

常
ナ
ル
手
段
」
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
傷
害
で
あ
る
と
解
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
）
89
（

た
。
ま
た
、
別
の
見
解
は
、「
コ
ロ
ロ
ホ
ル
ム
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酒
精
等
ノ
施
用
ニ
由
リ
人
ヲ
昏
睡
状
態
ニ
陥
ラ
」
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
医
学
上
ヨ
リ
観
察
ス
レ
ハ
此
等
薬
物
中
毒
」
で
あ
る
が
「
其

作
用
タ
ル
ヤ
一
時
的
ニ
シ
テ
速
カ
ニ
現
状
ニ
回
復
シ
恰
カ
モ
頭
部
ヲ
打
タ
レ
一
時
眩
暈
ス
ル
（
脳
震
蕩
ノ
為
メ
）
ト
同
一
視
ス
ヘ
キ
モ

ノ
」
で
あ
る
た
め
、「
単
ニ
暴
行
ア
ル
ニ
止
リ
傷
害
ニ
ア
ラ
ス
ト
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
ヘ
シ
」
と
主
張
し
て
い
）
90
（
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
続

い
て
、「
昏
睡
状
態
ニ
シ
テ
高
度
ニ
達
シ
且
ツ
多
少
永
続
ス
ル
カ
如
キ
程
度
ニ
」
至
れ
ば
傷
害
に
当
た
る
と
し
て
い
）
91
（
る
。
こ
の
他
に
、

「『
ア
ル
コ
ー
ル
』
麻
酔
薬
等
ヲ
使
用
シ
テ
酩
酊
又
ハ
麻
酔
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
場
合
」
は
傷
害
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
ア
ル
コ
ー

ル
等
の
施
用
の
結
果
「
身
体
ノ
機
能
ヲ
障
碍
ス
ル
ノ
程
度
」
に
至
れ
ば
「
身
体
傷
害
ナ
リ
」
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
）
92
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
薬
剤
等
の
被
施
用
者
が
陥
っ
た
状
態
が
「
傷
害
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
程
度
如
何
で
あ
り
、
薬
剤
等

の
施
用
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
決
定
的
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
）
93
（
る
。
も
っ
と
も
、
一
定
範
囲
で
傷
害
に
当
た
ら
な

い
と
解
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

㈡
　
本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方

　
本
節
で
は
、
特
に
器
質
的
な
変
化
を
伴
わ
な
い
比
較
的
短
時
間
で
回
復
す
る
意
識
障
害
を
念
頭
に
置
き
、
意
識
障
害
等
の
傷
害
該
当
性

に
関
し
て
、
本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方
な
い
し
視
点
を
提
示
す
る
。

1　

機
能
の
「
障
害
」
と
「
作
用
の
阻
止
」

　
別
稿
に
お
い
て
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）
に
代
表
さ
れ
る
精
神
的
障
害
と
傷
害
概
念
と
の
関
係
を
考
察
し
た
際
に
は
、
人

の
精
神
面
に
何
ら
か
の
変
化
・
変
調
・
反
応
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
傷
害
概
念
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
精

神
的
機
能
自
体
に
障
害
を
与
え
た
」
場
合
と
は
区
別
さ
れ
る
「
精
神
の
本
来
的
作
用
の
範
囲
内
の
も
の
」
と
い
う
領
域
が
観
念
で
き
、
そ

の
範
囲
に
止
ま
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
傷
害
概
念
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
に
よ
る
問
題
解
決
の
可
能
性
を
提
示
し
）
94
（

た
。

　
意
識
障
害
等
に
関
し
て
も
こ
れ
と
同
様
に
、
理
論
的
・
概
念
的
に
は
、
意
識
な
い
し
精
神
作
用
に
対
し
て
影
響
が
あ
っ
て
も
な
お
機
能
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「
障
害
」
と
は
い
え
な
い
領
域
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
り
、
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
の
精
神
に
つ
い
て
も
傷
害
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
と
理
解
す
る
通
説
的
見
解
に
依
っ
て
も
、
人
の
意
識
・
精
神
作
用
に
何

ら
か
の
侵
害
が
あ
れ
ば
直
ち
に
「
傷
害
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
こ
れ
は
生
理
的
機
能
の
障
害
は
認
め
ら
れ
る
が
程
度
が
軽

微
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
精
神
作
用
を
（
一
時
的
・
部
分
的
に
）
妨
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
未
だ
機
能
の
「
障

害
」
と
は
い
え
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
見
ら
れ
る
。

　「
機
能
障
害

0

0

0

0

ハ
之
ヲ
機
能
ノ
作
用
自

0

0

0

0

0

0

体0

ヲ
阻
止

0

0

0

ス
ル
ニ
止
マ
ル
場
合
ト
厳
ニ
区
別
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
例
ヘ
バ
一
指
ヲ
緊
紮
シ
一
時
血
液
ノ
循
行
及

ビ
知
覚
作
用
ヲ
害
シ
タ
ル
場
合
ノ
如
キ
暴
行
罪
ヲ
成
立
ス
ル
場
合
ア
ル
ハ
格
別
傷
害
罪
タ
ラ
）
95
（
ズ
」

　
こ
こ
に
は
、「
機
能
障
害
」
と
「
機
能
の
作
用
自
体
の
阻
止
」
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
機
能
の
作
用
を
阻
止
し
た
に
す
ぎ
な
い
場

合
に
は
、
未
だ
「
機
能
障
害
」
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、「
傷
害
」
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、

大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
四
月
に
発
行
さ
れ
た
体
系
書
中
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
機
能
障
害
」
と
「
機
能
の
作
用
の
阻
止
」
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
発
想
は
、
そ
の
後
の
大
審
院
の
事
例
、
す

な
わ
ち
約
三
〇
分
の
人
事
不
省
は
傷
害
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
前
述
の
大
決
大
正
一
五
年
七
月
二
〇
）
96
（

日
の
上
告
趣
意
に
も
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
事
不
省
ト
ハ
知
覚
作
用
ヲ
阻
止

0

0

0

0

0

ス
ル
精
神
的
一
時
ノ
現
象
ニ
シ
テ
刑
法
ニ
所
謂
傷
害
ニ
非
ス
」、「
人
事

不
省
ハ
単
ニ
精
神
作
用
自

0

0

0

体0

ヲ
一
時
阻
止

0

0

0

0

0

ス
ル
ニ
止
ル
現
象
ニ
シ
テ
生
理
的
ニ
モ
心
理
的
ニ
モ
其
機
能
ヲ
障
害

0

0

0

0

0

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
コ
ト

ヲ
得
ス
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
当
該
主
張
は
大
審
院
に
は
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
前
述
の
体
系
書
に
見
ら
れ
た
発
想
と
共

通
す
る
発
想
が
看
取
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
97
（
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
大
決
大
正
一
五
年
は
、
被
害
者
が
約
三
〇
分
の
人
事
不
省
に
陥
っ
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た
事
案
で
強
姦
致
傷
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
そ
の
結
論
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
傷
害
概
念
に
関
す
る
理
論
的
な
枠
組
み
を
考

察
す
る
上
で
も
、
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
い
え
）
98
（

る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
機
能
の
「
障
害
」
と
そ
の
「
作
用
の
阻
止
」
と
を
区
別
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
三
〇
分
も
の
人
事
不
省
が
「
作

用
の
阻
止
」
に
止
ま
り
傷
害
概
念
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
体
系
書
に
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
「
一
本
の
指
の
血
流
を
妨
げ
る
こ
と
」
と
「
三
〇
分
間
、
意
識
を
失
わ
せ
る
こ
と
」
と
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ

れ
）
99
（
る
。
理
論
的
・
概
念
的
に
は
、
機
能
の
「
障
害
」
と
そ
の
「
作
用
の
阻
止
」
と
区
別
す
る
と
し
て
も
、「
作
用
の
阻
止
」
と
認
め
ら
れ

る
範
囲
は
決
し
て
広
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
人
の
精
神
は
常
に
同
じ
状
態
を
保
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
継
続
的
に
意

識
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
や
意
識
を
喪
失
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
本
来
的
作
用
な
い
し
正
常
な
状
態
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
た
め
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、「
瞬
間
的
な
目
ま
）
100
（

い
」
や
「
睡
眠
導
入
剤
を
少
量
飲
ま
せ
て
少
し
眠
気
が
生
じ
た
場
）
101
（

合
」
等
に
つ
い
て
は
、
生
理
的
機

能
の
「
障
害
」
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

2　

機
能
「
障
害
」
と
軽
微
性
及
び
「
障
害
」
の
判
断
要
素

　
次
に
、
理
論
的
・
概
念
的
に
機
能
の
「
障
害
」
と
「
作
用
の
阻
止
」
と
を
区
別
す
る
場
合
に
も
別
途
、
程
度
に
よ
る
限
定
は
問
題
と
な

る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
軽
微
な
傷
害
」
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
内
容
が
基
本
的
に
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
定
程
度
の
継
続
性
な
い
し
持
続
性
は
重
要
な
判
断
要
素
と
な
り
、
ま
た
、
名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
四
）
102
（

日
が
示
し
た

①
日
常
生
活
に
支
障
を
来
さ
な
い
か
、
②
傷
害
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
程
度
か
、
日
常
生
活
上
看
過
さ
れ
る
程
度
か
、
③
医
療
行
為
を
特

別
に
必
要
と
し
な
い
か
等
が
参
考
と
な
）
103
（
る
。

　
な
お
、
最
後
に
、
意
識
障
害
等
の
傷
害
該
当
性
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
特
に
意
識
障
害
の
「
深
さ
」（
少
し
め
ま
い
が
し
た
だ
け
な
の
か
、

短
時
分
と
は
い
え
意
識
を
失
っ
た
の
か
等
）
及
び
継
続
時
間
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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こ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
三
章
で
指
摘
し
た
評
価
の
分
か
れ
て
い
る
最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
の
事
実
認
定
な
い
し
判
示
の
内

容
・
程
度
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
当
該
決
定
に
関
し
て
は
、「
不
十
分
な
事
実
認
定
」
と
い
う
評
）
104
（

価
と
、
そ
の
よ
う
な
「
批
判
は
妥
当
し

な
い
」
と
す
る
評
）
105
（
価
が
存
在
す
る
。
筆
者
に
は
、
両
者
で
決
定
文
中
の
「
意
識
障
害
」
の
文
言
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
内
容
が
異
な
っ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
が
評
価
を
分
け
た
一
つ
の
要
因
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
）
106
（
る
。

　
確
か
に
、
傷
害
の
程
度
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
く
て
も
違
法
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
）
107
（

る
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
裁
判
例
の
中
に
は
、

（
犯
行
の
状
況
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
）
被
害
者
が
陥
っ
た
一
時
的
な
「
失
神
状
態
」
を
傷
害
と
し
て
傷
害
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
例
も
あ

る
。
失
神
に
つ
い
て
は
本
稿
の
立
場
か
ら
も
「
深
さ
」
の
点
で
傷
害
概
念
に
は
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
識
の
喪

失
に
至
っ
て
い
な
い
意
識
障
害
等
に
つ
い
て
は
（
最
決
平
成
二
四
年
の
事
案
の
結
論
に
異
論
は
な
い
も
の
の
）
傷
害
概
念
に
含
ま
れ
る
か
の
判

断
に
重
要
な
継
続
時
間
及
び
深
さ
等
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
判
示
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
）
108
（

る
。

七
　
お
わ
り
に

　
最
後
に
、
本
稿
が
意
識
障
害
等
の
傷
害
該
当
性
に
関
し
て
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
提
示
し
た
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
①
機
能
の
「
障
害
」
と
「
作
用
の
阻
止
」
と
は
理
論
的
・
概
念
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
意
識
・
精
神
作
用
に
何

ら
か
の
影
響
が
及
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
お
「
作
用
の
阻
止
」
に
と
ど
ま
り
、
機
能
の
「
障
害
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

刑
法
上
の
傷
害
概
念
に
は
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
③
「
作
用
の
阻
止
」
に
と
ど
ま
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
侵
害
・
影
響
を

受
け
た
状
態
の
継
続
性
・
持
続
性
の
み
な
ら
ず
、
受
け
た
影
響
・
侵
害
の
大
き
さ
（
意
識
障
害
の
「
深
さ
」）
も
重
要
な
判
断
要
素
と
な
る
。
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な
お
、
今
後
は
、
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）
等
の
精
神
的
障
害
と
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
失
神
・
人
事
不
省
・
意
識

障
害
等
と
の
共
通
点
・
相
違
点
に
留
意
し
つ
つ
、
人
の
精
神
と
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
行
い
た
い
。

（
1
）  
脳
震
盪
も
「
頭
部
外
傷
時
に
即
時
性
、
一
過
性
の
意
識
障
害
を
特
徴
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
（『
南
山
堂
医
学
大
辞
典
〔
第
二
〇
版
〕』（
二
〇

一
五
年
）
一
九
〇
〇
頁
）、
本
稿
の
対
象
に
含
ま
れ
る
。

（
2
）  

最
決
平
成
二
四
年
一
月
三
〇
日
刑
集
六
六
巻
一
号
三
六
頁
。

（
3
）  

本
決
定
に
関
す
る
評
釈
等
と
し
て
、
前
田
雅
英
「
概
念
の
相
対
性
―
『
傷
害
』
と
『
運
転
困
難
』」
警
論
六
五
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三

八
頁
以
下
（
同
『
刑
事
法
最
新
判
例
分
析
』（
二
〇
一
四
年
）
一
三
四
頁
以
下
に
加
筆
さ
れ
て
収
録
）、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
セ
六
八
九
号
（
二

〇
一
二
年
）
一
二
九
頁
、
岡
本
章
「
判
批
」
研
修
七
六
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
頁
以
下
、
嘉
門
優
「
判
批
」
刑
ジ
ャ
三
三
号
（
二
〇
一
二

年
）
一
一
六
頁
以
下
、
仲
戸
川
武
人
「
判
批
」
警
察
公
論
六
七
巻
一
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
八
頁
以
下
、
小
林
憲
太
郎
「
判
批
」
セ
レ
ク
ト
二

〇
一
二
﹇
Ⅰ
﹈（
法
教
三
八
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
別
冊
付
録
）
三
三
頁
、
山
本
高
子
「
判
批
」
法
学
新
報
一
一
九
巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
一

三
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
辰
井
聡
子
「
判
批
」
平
成
二
四
年
度
重
判
解
（
ジ
ュ
リ
一
四
五
三
号
（
二
〇
一
三
年
））
一
五
五
頁
以
下
、
甲
斐
克
則

「
判
批
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
七
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
二
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
））
一
二
頁
以
下
、
野
村
和
彦
「
傷
害
に
つ
い
て
」
板
倉

宏
監
修
『
現
代
の
判
例
と
刑
法
理
論
の
展
開
』（
二
〇
一
四
年
）
二
〇
九
頁
以
下
、
西
貝
吉
晃
「
判
批
」
論
ジ
ュ
リ
一
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）、
辻

川
靖
夫
「
判
解
」
曹
時
六
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
三
九
頁
以
下
、
前
田
雅
英
『
最
新
重
要
判
例
二
五
〇
（
刑
法
）〔
第
一
〇
版
〕』（
二

〇
一
五
年
）
一
一
二
頁
等
が
あ
る
。

（
4
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
暮
得
雄
ほ
か
編
『
刑
法
講
義
各
論
』（
一
九
八
八
年
）
三
四
頁
〔
町
野
朔
〕、
林
幹
人
「
精
神
的
ス
ト
レ
ス
と
傷
害

罪
」
判
時
一
九
一
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
頁
（
同
『
判
例
刑
法
』（
二
〇
一
一
年
）
に
所
収
）
等
参
照
。
な
お
、
山
口
厚
『
新
判
例
か
ら
見
た

刑
法
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
一
五
年
）
一
五
四
頁
も
参
照
。

（
5
）  

刑
集
六
六
巻
八
号
七
〇
九
頁
。
最
高
裁
は
、
四
名
の
女
性
を
監
禁
し
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
等
を
発
症
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
監
禁
致
傷
罪
の
成
立

を
肯
定
し
て
い
る
。
本
件
の
評
釈
等
と
し
て
、
辻
川
靖
夫
「
判
解
」
曹
時
六
七
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
四
三
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
6
）  

な
お
、
嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
九
頁
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
睡
眠
薬
の
施
用
に
関
す
る
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）  

石
井
紫
郎
＝
水
林
彪
校
注
『
法
と
秩
序
（
日
本
近
代
思
想
大
系
七
）』（
一
九
九
二
年
）
一
頁
以
下
、
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全 

第
五
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四
巻 

刑
法
門
（
一
）』（
一
九
八
〇
年
〔
覆
刻
原
本
＝
一
八
九
〇
年
〕）
五
五
頁
以
下
。
な
お
、
仮
刑
律
は
、「
国
民
一
般
に
公
布
さ
れ
た
法
典
で

は
な
」
く
「
官
吏
が
罪
人
を
処
断
す
る
際
の
執
務
準
則
で
あ
」
る
（『
法
と
秩
序
』
五
五
五
頁
）。
ま
た
、
明
治
「
三
年
一
〇
月
一
二
日
ニ
新
律
草

案
ヲ
進
奏
ス
ル
ニ
因
テ
廃
」
さ
れ
て
い
る
（『
法
規
分
類
大
全
』
五
五
頁
）。

（
8
）  
石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
一
〇
五
頁
以
下
、『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注
（
7
）
一
二
九
頁
以
下
。

（
9
）  
石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
一
〇
五
頁
以
下
、『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注
（
7
）
二
五
六
頁
以
下
。

（
10
）  
石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
五
頁
。

（
11
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
五
頁
、『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注
（
7
）
六
九
頁
以
下
。

（
12
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
六
七
頁
、『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注
（
7
）
一
七
五
頁
。

（
13
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
六
七
頁
、『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注
（
7
）
二
九
七
頁
。

（
14
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
五
頁
。

（
15
）  

近
藤
圭
造
訓
注
「
新
律
綱
領 
改
定
律
例 

合
巻
註
釈 

巻
四
」（
一
八
七
四
年
）
二
三
丁
裏
及
び
二
四
丁
表
。
本
書
は
、「
新
律
綱
領
・
改
定
律
例

全
般
に
わ
た
る
注
釈
書
の
嚆
矢
」
と
評
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。
石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
五
四
九
頁
。

（
16
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
五
五
六
頁
。

（
17
）  

「
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
決
議
及
留
保
条
項
〔
刑
法
総
則
及
各
則
未
定
稿
〕」。
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
林
弘
正
『
改
正
刑
法

假
案
成
立
過
程
の
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。

（
18
）  

前
田
『
判
例
分
析
』・
前
掲
注
（
3
）
一
三
六
頁
で
は
、
催
眠
術
は
薬
品
を
用
い
る
場
合
と
並
ん
で
、
抗
拒
不
能
に
陥
ら
せ
る
典
型
的
手
段
と

さ
れ
て
い
る
。
裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
高
判
昭
和
五
一
年
八
月
一
六
日
（LEX/D

B 27917949

）
等
参
照
。

（
19
）  

同
様
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
大
場
茂
馬
『
刑
法
各
論
上
巻
〔
一
一
版
〕』（
一
九
二
二
年
）
一
八
五
頁
、
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義

各
論
〔
第
一
五
版
〕』（
一
九
五
六
年
）
一
六
八
頁
、
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
各
論
講
義
』（
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
け
る
明
治
四
三
年
度
の

刑
法
各
論
講
義
の
謄
写
本
。
専
修
大
学
所
蔵
の
も
の
を
参
照
し
た
）
一
三
九
丁
表
、
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
下
巻
（
各
論
）〔
訂
正
四
四
版
〕』

（
一
九
三
九
年
）
五
二
一
頁
等
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
で
は
「
催
眠
術
の
よ
う
な
言
葉
の
意
味
に
よ
る
心
理
的
作
用
が
暴
行
に
当
ら
な
い
こ

と
に
は
争
い
が
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
松
原
芳
博
「
身
体
に
対
す
る
罪
・
そ
の
一
」
法
セ
六
八
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
四
頁
）。

（
20
）  

法
務
大
臣
官
房
調
査
課
編
『
刑
法
並
び
に
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』
法
務
資
料
別
冊
二
三
号
（
一
九
五
七
年
）。

（
21
）  

『
速
記
録
』・
前
掲
注
（
20
）
二
三
頁
。
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（
22
）  

な
お
、
牧
野
英
一
『
刑
法
各
論
下
巻
〔
第
六
版
〕』（
一
九
五
五
年
）
三
七
三
頁
以
下
に
は
、
催
眠
術
の
暗
示
に
よ
っ
て
被
術
者
が
自
ら
の
意
思

に
よ
ら
ず
に
行
動
す
る
点
を
捉
え
て
「
有
形
的
方
法
に
依
る
も
の
に
準
じ
て
解
す
べ
き
」
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）  

『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
』（
第
一
回
か
ら
第
一
七
五
回
ま
で
は
慶
應
義
塾
大
学
所
蔵
の
も
の
を
、
第
一
七
六
回
以
降
に
つ
い
て
は
東

京
大
学
所
蔵
の
も
の
を
参
照
し
た
）
に
よ
る
と
、
暴
行
の
定
義
に
関
し
て
は
、
第
二
五
回
（
一
九
二
八
年
二
月
七
日
）、
第
五
六
回
（
一
九
二
九

年
六
月
二
一
日
）
の
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
に
お
い
て
委
員
の
牧
野
英
一
が
発
言
・
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
第
八
七
回
（
一
九
三
〇
年

四
月
一
日
）
の
同
委
員
会
で
の
議
論
を
経
て
本
文
に
示
し
た
の
と
同
内
容
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
発
言
内
容
か
ら
牧
野
英
一
が
意
識
し
て
い
た

の
は
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
範
囲
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
に
お
け
る
検
討
に
つ
い
て
は
、『
速
記
録
』・
前
掲
注
（
20
）
二
一
頁
以
下
〔
定
義
規
定
に
つ
い
て
〕、

三
六
〇
頁
以
下
〔
傷
害
罪
・
暴
行
罪
に
つ
い
て
〕
を
参
照
。

（
24
）  

刑
集
一
二
巻
七
三
六
頁
。

（
25
）  

刑
集
一
二
巻
一
五
九
三
頁
。

（
26
）  

大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
二
版
〕
第
一
〇
巻
』（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
四
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕
は
、
本
件
は
被
害
者
に
生

命
の
危
険
が
あ
っ
た
点
で
、
約
三
〇
分
の
人
事
不
省
を
傷
害
と
認
め
な
か
っ
た
後
掲
大
決
大
正
一
五
年
七
月
二
〇
日
と
は
異
な
る
と
す
る
。

（
27
）  

本
件
の
判
例
集
・
前
掲
注
（
25
）
で
は
「
其
ノ
他
ノ
上
告
論
旨
及
判
決
理
由
ハ
之
ヲ
省
略
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
判
決

文
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
上
告
審
で
傷
害
罪
の
成
否
が
争
点
と
な
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
も
っ
と
も
、
辻
川
・
前
掲
注
（
3
）

三
四
五
頁
（
注
2
）
に
よ
れ
ば
、「
傷
害
罪
の
成
否
に
関
す
る
判
断
を
示
し
て
は
い
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
）。

（
28
）  

刑
集
六
六
巻
一
号
三
六
頁
。

（
29
）  

刑
集
六
六
巻
一
号
七
五
頁
。
嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
七
頁
、
辰
井
・
前
掲
注
（
3
）
一
五
六
頁
。

（
30
）  

法
律
新
聞
二
五
九
八
号
（
一
九
二
六
年
）
九
頁
。

（
31
）  

嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
七
頁
は
、
本
件
被
害
者
が
陥
っ
た
状
態
は
、「
意
識
を
失
っ
て
も
そ
の
後
精
神
や
身
体
に
何
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、

い
わ
ば
暴
行
に
必
然
的
に
付
随
す
る
一
時
的
、
一
過
性
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
河
上
和
雄
「
傷

害
概
念
の
再
検
討
」
内
田
文
昭
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
員
会
編
『
内
田
文
昭
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
七
頁
も
参
照
。

（
32
）  

刑
集
八
巻
八
号
一
二
七
七
頁
。

（
33
）  

本
件
は
、
被
害
者
の
陥
っ
た
状
態
が
傷
害
に
該
当
す
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
は
な
く
、「
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
」
一
条
一



刑法における傷害概念と意識障害

25

項
の
適
用
の
可
否
と
の
関
係
で
、
被
告
人
の
行
為
が
刑
法
二
〇
八
条
の
「
暴
行
」
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
（
辻
川
・
前
掲

注
（
3
）
三
四
五
頁
（
注
2
）
参
照
）。

　
　
　
も
っ
と
も
、
本
件
被
害
者
の
状
態
に
関
し
て
は
、「
こ
の
程
度
に
達
す
れ
ば
む
し
ろ
傷
害
（
暴
行
に
よ
る
傷
害
）」
だ
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る

が
（
柏
木
千
秋
『
刑
法
各
論
〔
再
版
〕』（
一
九
六
五
年
）
三
四
一
頁
）、
多
く
の
見
解
は
傷
害
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

（
林
『
判
例
刑
法
』・
前
掲
注
（
4
）
二
四
九
頁
、
佐
伯
仁
志
「
身
体
に
対
す
る
罪
」
法
教
三
五
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
六
頁
等
参
照
）。

（
34
）  
昭
和
三
八
年
広
島
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
速
報
（
高
検
速
報
）
五
丁
表
。
な
お
、
本
文
の
引
用
は
、
同
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
「
判
決
理
由
要

旨
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
35
）  

刑
集
五
六
巻
六
号
三
五
三
頁
〔
最
決
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
刑
集
五
六
巻
六
号
三
〇
七
頁
の
第
一
審
で
あ
る
〕（LEX/D

B 28085048

）。

（
36
）  

な
お
、
旭
川
地
判
昭
和
三
二
年
七
月
二
七
日
（LEX/D

B 27916473

）
で
は
、
被
告
人
は
、
被
害
者
（
生
徒
）
に
対
し
て
暴
行
・
追
跡
・
連

行
等
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
精
神
的
興
奮
に
よ
り
脳
神
経
症
（
ヒ
ス
テ
リ
ー
発
作
）
を
発
作
せ
し
め
て
…
意
識
不
明
の
状
態
に
陥
れ
、

以
て
傷
害
を
負
わ
」
せ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
（
結
論
的
に
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
い
る
）。

（
37
）  

刑
集
二
一
巻
一
号
三
〇
一
頁
〔
最
決
昭
和
四
二
年
二
月
一
六
日
刑
集
二
一
巻
一
号
二
八
一
頁
の
第
一
審
〕（LEX/D

B 24004641

）。

（
38
）  

刑
集
二
〇
巻
一
〇
号
一
二
四
六
頁
〔
最
決
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
七
日
刑
集
二
〇
巻
一
〇
号
一
二
四
二
頁
の
第
一
審
〕（LEX/D

B 
24004630

）。

（
39
）  

こ
の
ほ
か
、
大
阪
地
判
昭
和
四
六
年
五
月
二
五
日
（LEX/D

B 27921707

）〔
安
静
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る
脳
振
盪
等
の
傷
害
〕、
大
阪
地

堺
支
判
昭
和
四
八
年
八
月
一
六
日
（LEX/D

B 27930983

）〔
全
治
約
一
ケ
月
間
を
要
す
る
脳
震
盪
症
等
の
傷
害
〕
等
。

（
40
）  

神
戸
地
判
平
成
一
五
年
五
月
一
四
日
（LEX/D

B 28095289

）〔
業
務
上
過
失
傷
害
罪
〕。

（
41
）  

東
京
地
判
平
成
一
五
年
六
月
一
二
日
（LEX/D

B 28085666

）〔
傷
害
罪
〕。

（
42
）  

神
戸
地
判
平
成
一
七
年
一
月
一
四
日
（LEX/D

B 25410622
）〔
業
務
上
過
失
傷
害
罪
〕。

（
43
）  

東
京
地
判
平
成
七
年
一
月
三
一
日
（LEX/D

B 28010324

）〔
傷
害
罪
〕。

（
44
）  

大
阪
地
判
平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日
（LEX/D

B 28115270

）〔
強
盗
致
傷
罪
〕。

（
45
）  

た
と
え
ば
、
横
浜
地
小
田
原
支
判
昭
和
三
三
年
七
月
七
日
（LEX/D

B 25462642

）〔
強
姦
未
遂
罪
〕
は
、「
罪
と
な
る
事
実
」
で
、
被
害
者

を
「
脅
迫
し
、
そ
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
上
、
頸
部
の
絞
扼
に
よ
り
失
神
状
態
と
な
つ
た
同
女
を
…
を
姦
淫
し
よ
う
と
し
た
が
…
そ
の
目
的
を
遂

げ
」
な
か
っ
た
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
岡
山
地
判
平
成
一
三
年
一
〇
月
九
日
（LEX/D

B 28075449

）〔
強
盗
罪
〕
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
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事
実
」
で
、
被
害
者
を
「
暫
時
意
識
不
明
の
状
態
に
陥
ら
せ
、
そ
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
上
、
同
人
所
有
の
現
金
…
及
び
…
財
布
…
を
強
取
し
た
」

と
す
る
。
横
浜
地
判
平
成
一
四
年
一
月
三
一
日
（LEX/D

B 28075212

）〔
強
盗
致
傷
罪
〕
は
、「
犯
罪
事
実
」
で
、
被
害
者
二
名
に
ク
ロ
ロ
ホ

ル
ム
「
を
吸
引
さ
せ
て
両
名
を
人
事
不
省
に
陥
ら
せ
て
そ
の
反
抗
を
抑
圧
し
」
て
現
金
等
を
強
取
し
、
一
名
に
対
し
て
は
「
全
治
ま
で
に
約
四
週

間
を
要
す
る
頭
部
打
撲
・
挫
創
、
胸
部
打
撲
、
右
肋
骨
骨
折
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
」、
別
の
一
名
に
対
し
て
は
「
全
治
ま
で
に
約
一
週
間
を
要
す

る
左
顔
面
打
撲
、
左
眼
球
結
膜
下
出
血
の
傷
害
を
負
わ
せ
」
た
と
判
示
し
て
い
る
。

（
46
）  
た
と
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
一
九
年
八
月
二
二
日
（LEX/D
B 28145221

）〔
強
盗
致
傷
罪
〕
は
、「
量
刑
の
理
由
」
で
は
、
被
害
者
は
「
意

識
朦
朧
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
暴
行
が
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
は

「
全
治
約
二
週
間
を
要
す
る
頭
部
打
撲
及
び
頸
椎
捻
挫
の
傷
害
」
を
負
わ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）  

こ
の
ほ
か
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
・
準
強
姦
罪
（
一
七
八
条
）
や
昏
酔
強
盗
罪
（
二
三
九
条
）
の
事
案
も
挙
げ
ら
れ
る
。
関
連
裁
判
例
に
つ
い

て
は
刑
集
六
六
巻
一
号
四
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
48
）  

肯
定
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
中
山
研
一
＝
松
宮
孝
明
（
補
訂
）『
新
版 

口
述
刑
法
各
論
〔
補
訂
三
版
〕』（
二
〇
一
四
年
）
二
九
頁
等
。

　
　
　
否
定
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
滝
川
幸
辰
『
刑
法
各
論
』（
一
九
五
一
年
）
四
一
頁
は
、
本
判
決
（
及
び
頭
髪
の
切
断
に
関

す
る
大
判
明
治
四
五
年
六
月
二
〇
日
刑
録
一
八
輯
八
九
六
頁
）
が
傷
害
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
の
は
「
傷
害
に
は
苦
痛
感
と
か
生
理
的
機
能

の
毀
損
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
分
析
を
加
え
た
上
で
、「
苦
痛
感
や
生
理
的
機
能
の
毀
損
が
な
く
と
も
、
身

体
の
完
全
性
を
毀
損
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
傷
害
と
解
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。
柏
木
・
前
掲
注
（
33
）
三
三
五
頁
は
、
本
判
決
に
つ
い
て
、
生

理
的
機
能
（
あ
る
い
は
生
活
機
能
）
を
害
す
る
こ
と
を
傷
害
と
理
解
す
る
見
解
が
行
き
す
ぎ
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
、「
人
事
不
省
が
傷
害

で
あ
る
こ
と
は
判
例
も
認
め
る
と
こ
ろ
」
と
し
て
い
る
。

（
49
）  

な
お
、
西
貝
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
七
頁
は
、
本
決
定
が
傷
害
に
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
の
は
、
後
遺
症
の
不
存
在
、
持
続
時
間
の
僅
少
性
、

軽
微
性
を
否
定
す
る
事
情
の
不
存
在
に
よ
る
も
の
と
分
析
し
て
い
る
。

（
50
）  

嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
〇
頁
。

（
51
）  

西
貝
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
八
頁
以
下
。

（
52
）  

井
田
良
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
二
八
頁
以
下
、
今
井
猛
嘉
ほ
か
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
三
二
頁
以
下

〔
小
林
憲
太
郎
〕、
小
暮
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
4
）
三
四
頁
〔
町
野
〕、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
〔
第
五
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
一
七
頁
、
高
橋
則

夫
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
〔
第
六
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
四
一
頁
、
西
原
春
夫
『
犯
罪
各



刑法における傷害概念と意識障害

27

論
〔
第
二
版
〕』（
一
九
八
三
年
）
一
四
頁
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
各
論
』（
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一

〇
年
）
四
五
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
九
年
）
三
九
頁
以
下
等
。

（
53
）  

異
な
る
理
解
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
大
越
義
久
『
刑
法
各
論
〔
第
四
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
編
『
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
二
六
頁
〔
塩
谷
毅
〕
等
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法

（
五
） 
各
則
（
三
）〔
改
訂
版
再
版
〕』（
一
九
六
八
年
）
七
六
頁
〔
小
暮
得
雄
〕、
大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
26
）
三
九
〇
頁
、
山
口
・
前
掲
注

（
52
）
四
五
頁
、
辻
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
四
三
頁
等
を
参
照
。

（
54
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
松
本
時
夫
「
傷
害
の
意
義
」
石
川
弘=

松
本
時
夫
編
『
刑
事
裁
判
実
務
大
系
（
第
九
巻
）
身
体
的
刑
法
犯
』（
一
九
九

二
年
）
二
八
六
頁
〔
裁
判
実
務
に
お
け
る
「
失
神
」
に
は
「
種
々
の
原
因
な
い
し
状
況
か
ら
意
識
障
害
の
状
態
が
生
じ
た
場
合
」
が
あ
る
〕、
嘉

門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
八
頁
〔「
意
識
障
害
」
に
は
質
的
な
差
異
が
か
な
り
の
程
度
存
在
す
る
〕
等
参
照
。

（
55
）  

山
口
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
四
頁
、
嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
七
頁
、
小
林
・
前
掲
注
（
3
）
三
三
頁
等
参
照
。

（
56
）  

河
上
・
前
掲
注
（
31
）
三
〇
七
頁
。

（
57
）  

林
『
判
例
刑
法
』・
前
掲
注
（
4
）
二
五
四
頁
。

（
58
）  

林
幹
人
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
七
年
）
四
八
頁
。

（
59
）  

河
上
・
前
掲
注
（
31
）
三
〇
七
頁
以
下
。

（
60
）  

河
上
・
前
掲
注
（
31
）
三
〇
八
頁
。

（
61
）  

刑
集
六
六
巻
一
号
四
二
頁
以
下
（
四
七
頁
、
五
六
頁
等
）
参
照
。

（
62
）  

刑
集
六
六
巻
一
号
四
一
頁
。
事
案
に
お
け
る
当
該
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
小
林
・
前
掲
注
（
3
）
三
三
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
辻
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
四
一
頁
以
下
の
「
本
件
の
事
実
関
係
」
及
び
前
田
『
判
例
分
析
』・
前
掲
注
（
3
）
一
三
五
頁
も
参
照
。

（
63
）  

甲
斐
・
前
掲
注
（
3
）
一
三
頁
。

（
64
）  

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
傷
害
罪
関
連
規
定
の
構
造
及
び
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
―

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
」
法
学
政
治
学
論
究
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
65
）  

条
文
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
』
法
務
資
料
四
二
三
号
（
一
九
七
五

年
）
を
参
照
し
た
。

（
66
）  O

G
H
 31. 7. 1986 （SSt 57/56=13 O

s 98/86

）, O
G
H
 23. 9. 2004 （12 O

s 79/04

）.
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（
67
）  O

tto Leukauf/H
erbert Steininger, Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 1992, 

§ 83, Rz. 10; M
anfred Burgstaller/Ernst 

Eugen Fabrizy, in: Frank H
öpfel/Eckart Ratz 

（H
rsg.

）, W
iener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2002, 

§ 83, Rz. 9; 
D
iethelm

 Kienapfel/H
ans Valentin Schroll, Strafrecht, Besonderer Teil I, 3. Aufl. 2012, 

§ 83, Rz. 19 f.
（
68
）  Burgstaller/Fabrizy

（
前
掲
注
（
67
））
§ 83, Rz. 6, 9; H

elm
ut Fuchs/Susanne Reindl-Krauskopf, Strafrecht, Besonderer Teil I, 

4. Aufl. 2014, S. 28.

（
69
）  
こ
れ
に
対
し
て
、
既
に
健
康
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、Fuchs/Reindl-Krauskopf

（
前
掲
注
（
68
）） S. 29.

（
70
）  Leukauf/Steininger

（
前
掲
注
（
67
）） 

§ 83, Rz. 10; Burgstaller/Fabrizy

（
前
掲
注
（
67
）） 

§ 83, Rz. 11; Kienapfel/Schroll

（
前
掲

注
（
67
））
§ 83, Rz. 16. 

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
い
て
は
、
身
体
傷
害
あ
る
い
は
健
康
侵
害

に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
「
些
細
と
は
い
え
な
い
程
度
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で

あ
る
（
な
お
、
同
国
で
は
専
断
的
治
療
行
為
（
一
一
〇
条
）
が
自
由
に
対
す
る
罪
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
）。

（
71
）  O

G
H
 7. 5. 1992 （SSt 61/94=12 O

s 11/92-10

）.

（
72
）  

同
国
に
お
い
て
、
脳
震
盪
を
め
ぐ
る
議
論
に
影
響
を
与
え
た
研
究
と
し
て
注
釈
書
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、W

. Laubichler, D
ie G
e-

hirnerschütterung im
 Spiegel der Ö

sterreichischen Judikatur, RZ 1982, S. 114. 

で
あ
る
。

（
73
）  Burgstaller/Fabrizy

（
前
掲
注
（
67
））
§ 84, Rz. 27.

（
74
）  Burgstaller/Fabrizy

（
前
掲
注
（
67
））
§ 84, Rz. 27.

（
75
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
刑
法
二
〇
四
条
の
成
立
過
程
に
み
る
傷
害
概
念
―
精
神
的
障
害
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
」
法
学
政
治
学
論
究

九
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
七
頁
以
下
及
び
拙
稿
「
日
本
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
二
号
（
二
〇
一
四

年
）
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
76
）  

た
と
え
ば
、
昏
酔
の
原
因
に
つ
い
て
は
、「
内
部
原
因
」
と
し
て
「
心
理
作
用
ニ
由
ル
モ
ノ
例
ヘ
ハ
非
常
ノ
驚
愕
若
ク
ハ
恐
怖
ニ
遭
遇
シ
テ
失

神
ス
ル
場
合
」
や
「
疾
病
例
ヘ
ハ
癲
癇
病
脈
管
壁
症
等
ノ
如
ク
卒
中
様
ノ
症
状
ヲ
来
ス
モ
ノ
」
等
が
あ
り
、
外
部
的
原
因
と
し
て
「
加
害
行
為
例

ヘ
ハ
頭
部
ヲ
殴
打
サ
レ
脳
震
蕩
ヲ
起
シ
テ
失
神
ス
」、「
薬
物
ノ
施
用
例
ヘ
ハ
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
モ
ル
ヒ
ネ
等
ノ
麻
酔
薬
ヲ
施
用
シ
失
神
ス
」、「
凍

冷
（
極
度
ノ
寒
気
ニ
出
会
ヘ
ハ
凍
冷
ノ
為
メ
失
神
ス
）」、「
催
眠
術
ヲ
施
用
ス
ル
コ
ト
」
等
が
あ
る
と
の
説
明
が
あ
る
（
神
谷
健
夫
＝
神
原
甚
造

『
刑
法
詳
論
』（
一
九
一
三
年
）
一
〇
三
四
頁
以
下
）。
こ
れ
ら
の
多
く
は
傷
害
に
該
当
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

（
77
）  

中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
一
一
年
）
一
一
二
頁
以
下
、
山
口
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
七
頁
等
参
照
。
も
っ
と
も
、
強
盗
致
傷
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罪
の
「『
致
傷
』
と
「
昏
酔
」
の
限
界
は
微
妙
で
あ
る
」（
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕』（
一
九
九
六
年
）
二
八
七
頁
）。

（
78
）  

辰
井
・
前
掲
注
（
3
）
一
五
六
頁
。
小
林
・
前
掲
注
（
3
）
三
三
頁
、
豊
田
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
九
頁
、
西
貝
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
九
頁

等
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
松
原
・
前
掲
注
（
19
）
一
〇
六
頁
も
参
照
。

（
79
）  
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
辻
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
80
）  
内
田
文
昭
ほ
か
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
6
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
26
）』（
一
九
九
五
年
）
三
四
六
頁
等
。

（
81
）  
西
原
春
夫
ほ
か
編
著
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
3
）
―
Ⅲ
（
日
本
立
法
資
料
全
集
34
）』（
一
九
九
七
年
）
三
六
一
頁
以
下
（
特
に
三
七
七

頁
、
三
七
八
頁
）。

（
82
）  

内
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
80
）
三
六
二
頁
等
。

（
83
）  

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
『
刑
法
審
査
修
正
關
係
諸
案
』（
一
九
八
四
年
）
一
一
三
頁
、
一
七
八
頁
。

（
84
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
一
八
頁
等
。

（
85
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
二
四
頁
等
。

（
86
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
二
二
四
頁
等
。

（
87
）  

石
井
＝
水
林
・
前
掲
注
（
7
）
一
八
頁
。

（
88
）  

亀
山
貞
義
『
刑
法
講
義 

巻
之
二
』（
一
八
九
八
年
）
五
七
一
頁
以
下
に
は
、「
薬
酒
等
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
酔
迷
セ
シ
ム
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ

其
結
果
人
ヲ
死
傷
ニ
致
ス
コ
ト
ナ
ク
…
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
89
）  

勝
本
・
前
掲
注
（
19
）
一
三
五
丁
裏
及
び
一
三
六
丁
表
。

（
90
）  

神
谷
＝
神
原
・
前
掲
注
（
76
）
九
一
七
頁
。

（
91
）  

神
谷
＝
神
原
・
前
掲
注
（
76
）
九
一
七
頁
。

（
92
）  

新
保
勘
解
人
『
日
本
刑
法
要
論
各
論
〔
増
訂
再
版
〕』（
一
九
二
九
年
）
三
四
二
頁
以
下
。

（
93
）  

大
場
・
前
掲
注
（
19
）
一
八
九
頁
は
、「
意
ニ
反
シ
テ
非
常
ニ
泥
酔
セ
シ
メ
或
ハ
麻
痺
又
ハ
失
神
ヲ
為
サ
シ
メ
」
て
、
人
を
「
多
少
継
続
シ
テ

病
的
状
態
ニ
移
ラ
シ
ム
ル
場
合
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
状
態
カ
一
時
的
ノ
モ
ノ
ニ
過
キ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
生
理
上
厳
正
ニ
論
ス
レ
ハ
傷

害
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
一
時
的
ノ
状
態
」
を
「
傷
害
」
と
言
え
る
の
か
は
疑
わ
し
く
、
刑
法
の
解
釈
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
「
一
時
的
ノ
傷

害
」
は
「
暴
行
ナ
リ
ト
解
ス
ル
」
の
が
妥
当
だ
と
し
て
い
る
。

（
94
）  

拙
稿
「
日
本
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」・
前
掲
注
（
75
）
一
頁
以
下
。
身
体
（
肉
体
）
の
場
合
に
も
何
ら
か
の
影
響
が
及
ん
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で
多
少
と
も
身
体
の
状
態
に
変
化
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
直
ち
に
傷
害
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
の
精
神
は
日
々
、
少
な
く
と

も
肉
体
と
同
程
度
以
上
に
外
界
か
ら
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
反
応
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
常
に
同
じ
状
態
を
保
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
不
安
・
怒
り
・
嫌
悪
等
は
、
な
お
精
神
の
通
常
の
作
用
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
。
新
保
・
前
掲
注
（
92
）
三
四
一
頁
以
下
、

柑
本
美
和
「
刑
法
上
の
傷
害
と
精
神
的
障
害
」
岩
瀬
徹
ほ
か
編
集
代
表
『
刑
事
法
・
医
事
法
の
新
た
な
展
開 

上
巻
』（
二
〇
一
四
年
）
三
九
一
頁

以
下
も
参
照
。

（
95
）  
山
岡
萬
之
助
『
刑
法
原
理
〔
第
四
版
〕』（
一
九
一
四
年
）
三
四
四
頁
以
下
。
な
お
、
小
泉
英
一
『
刑
法
各
論
』（
一
九
六
九
年
）
一
七
九
頁
も

参
照
。

（
96
）  

法
律
新
聞
二
五
九
八
号
（
一
九
二
六
年
）
九
頁
。

（
97
）  

も
っ
と
も
、
大
審
院
の
当
該
決
定
で
は
、
人
事
不
省
は
「
観
念
上
ニ
於
テ
ハ
其
官
能
ノ
傷
碍
ニ
因
ル
精
神
的
傷
害
ア
リ
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

（
98
）  

な
お
、
大
決
大
正
一
五
年
は
、「
戦
後
の
傷
害
の
意
義
に
関
す
る
判
例
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
」（
大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
26
）
三
九
五

頁
〔
渡
辺
〕）
と
さ
れ
る
最
決
昭
和
三
二
年
四
月
二
三
日
刑
集
一
一
巻
四
号
一
三
九
三
頁
に
お
い
て
「
同
趣
旨
に
帰
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
」

判
例
と
さ
れ
て
い
る
。

（
99
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
牧
野
・
前
掲
注
（
22
）
三
七
一
頁
は
、「
判
例
が
『
忽
ち
心
神
回
復
し
』
た
も
の
と
し
た
の
は
不
当
で
あ
る

と
解
す
る
。
傷
害
の
結
果
の
発
生
が
あ
つ
た
も
の
と
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

（
100
）  

福
田
平
『
全
訂
刑
法
各
論
〔
第
三
版
増
補
〕』（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
一
頁
。

（
101
）  

前
田
『
判
例
分
析
』・
前
掲
注
（
3
）
一
三
五
頁
。

（
102
）  

高
刑
集
一
八
巻
六
号
六
九
一
頁
。

（
103
）  

井
田
良
「
傷
害
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」
刑
ジ
ャ
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
六
頁
、
木
村
栄
作
「
軽
微
な
創
傷
に
つ
い
て
の
傷
害
と
暴
行
と
の

区
別
」
臼
井
滋
夫
ほ
か
『
刑
法
判
例
研
究
Ⅱ
〔
再
版
〕』（
一
九
七
五
年
）
二
七
九
頁
以
下
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
33
）
一
二
六
頁
、
沢
登
佳
人
「
暴

行
・
脅
迫
の
意
義
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
法
講
座 

第
五
巻
』（
一
九
六
四
年
）
二
四
三
頁
、
団
藤
編
・
前
掲
注
（
53
）
七
六
頁
〔
小
暮
〕、
松

原
・
前
掲
注
（
19
）
一
〇
六
頁
、
松
本
・
前
掲
注
（
54
）
二
八
六
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
四
頁
等
。

（
104
）  

嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
〇
頁
。

（
105
）  

西
貝
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
八
頁
以
下
。
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（
106
）  

嘉
門
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
八
頁
以
下
、
西
貝
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
八
頁
。
な
お
、
本
件
の
詳
し
い
状
況
に
つ
い
て
は
、
辻
川
・
前
掲
注

（
3
）
三
四
一
頁
以
下
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
件
被
害
者
の
陥
っ
た
「
意
識
障
害
」
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
107
）  

大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
26
）
四
四
一
頁
。
大
判
明
治
四
三
年
一
一
月
一
七
日
刑
録
一
六
輯
二
〇
一
六
頁
（
傷
害
ノ
程
度
ハ
刑
ノ
量
定
ニ
重
要

ナ
ル
関
係
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
判
示
セ
サ
ル
ハ
叙
事
稍
簡
畧
ニ
過
ク
ル
ノ
嫌
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
犯
罪
ノ
構
成
ニ
影
響
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
程
度
ヲ
判

示
セ
サ
ル
モ
不
法
ニ
ア
ラ
ス
）、
大
判
大
正
四
年
一
〇
月
五
日
刑
録
二
一
輯
一
四
三
七
頁
（
苟
モ
人
ノ
身
体
ニ
創
傷
ヲ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

レ
ハ
其
創
傷
ノ
状
況
ノ
如
何
ニ
関
セ
ス
常
ニ
刑
法
第
二
百
四
條
ノ
罪
ヲ
構
成
ス
可
キ
ヲ
以
テ
必
ス
シ
モ
其
創
傷
ヲ
具
体
的
ニ
詳
叙
ス
ル
要
ア
ル
コ

ト
ナ
シ
）
等
。

（
108
）  

ま
た
、
傷
害
の
程
度
が
量
刑
に
重
要
な
事
実
で
あ
る
こ
と
は
判
例
自
身
も
認
め
て
い
る
。
大
判
明
治
四
三
年
・
前
掲
注
（
107
）
参
照
。

薮
中　

悠
（
や
ぶ
な
か
　
ゆ
う
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
法

主
要
著
作
　
　 「
刑
法
二
〇
四
条
の
成
立
過
程
に
み
る
傷
害
概
念

―
精
神
的
障
害
に
関
す
る
議
論

を
中
心
に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　 「
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
十

九
号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　 「
日
本
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
二

号
（
二
〇
一
四
年
）


